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（⑳－㉓）

（④－⑤）

（①＋（②－③））

（⑦－⑧－⑨）

「 」を使用して計算します。
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㉖
㉗
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㉙
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㉛
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㉖

㉘

○

７

4 0 7 0 6 1 3

川口

サイタマ ウロタ

×××

川口市○○△丁目×番×号

会社員

埼玉　太郎

××× ××××××× ××××

8 2 5

△ △ △ △××××××××

2 2 5 0 0 0 0 0
4 7 5 4 0 0

2 2 5 0 0 0 0 0
4 7 5 4

4 7 5 4

　申告書第二表は、特定贈与者（１ページ参照）ごとに作成するため、本事例では、申告書第二表を２枚

使用します。

申告書第二表：１枚目

【事例５】相続時精算課税を適用する場合（贈与者２人）

　私（埼玉太郎）は、祖父（埼玉一男）から非上場株式である○× 株式会社の株式を 1,000 株、祖母（埼玉花

子）から預金2,000万円の贈与を受けました。令和７年１月１日において、祖母は60歳以上、孫である私は18

歳以上ですので、祖母からの贈与について、相続時精算課税（注１）を選択して申告します。

　なお、私は祖父から、令和６年以前にも贈与を受け、相続時精算課税を選択し、特別控除額を 2,500 万円適

用して申告しています。

　また、私は、贈与を受けた株式について、非上場株式等についての贈与税の納税猶予（注２）は適用しません。

（注）1　制度の概要については、37ページを参照してください。

2　非上場株式等についての贈与税の納税猶予の概要については、国税庁ホームページをご覧ください。

＜㉗：特定贈与者ごとの贈与税の課税価格の合計額＞

2,500,000円 ＋ 20,000,000円 ＝ 22,500,000円

＜申告書第二表１枚目の㉘：祖父（埼玉一男）からの贈与財産に係る基礎控除額＞

1,100,000円 ×
2,500,000円
22,500,000円

＝ 122,223円 （※）

＜申告書第二表２枚目の㉘：祖母（埼玉花子）からの贈与財産に係る基礎控除額＞

1,100,000円 ×
20,000,000円
22,500,000円

＝ 977,777円 （※）

※ 計算した金額に、１円未満の端数がある場合には、特定贈与者ごとの相続時精算課税に係る基礎控除

額の合計額が110万円になるようにその端数を調整します。

（申告書第二表１枚目の㉖） （申告書第二表２枚目の㉖）

（申告書第二表１枚目の㉖）

（㉗：特定贈与者ごとの贈与税の課税価格の合計額）

（申告書第二表２枚目の㉖）

（㉗：特定贈与者ごとの贈与税の課税価格の合計額）

相続時精算課税に係る基礎控除額の計算方法

特定贈与者ご
との㉖の金額
の合計額を㉗
に記載します。
㉘の相続時精
算課税に係る
基礎控除額の
計算方法につ
い て は 、 22
ページを参照
してください。

記入漏れが多
い箇所ですの
で注意してく
ださい。

記入漏れが多
い箇所ですの
で注意してく
ださい。

㉖の合計額
を記載しま
す。

㊲の合計額
を記載しま
す。

申告書第二表：２枚目

埼玉 花子

川口市○○△丁目×番×号
○○銀行△△支店

サイタマ ハナコ

4

3 1 5 0 9 1 0

0 7

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2

2

2

2 5 0 0 0 0

0

9 7 7 7 7 7

9 0 2 2

2

1

5 00 0 00 0

7

2 2 3

9 0 2 21 2 2

5 9 7 7 7 7

3

0

0

0

0 8 2 6現金、
預貯金等

現金、
預貯金等

普通預金

埼玉 一男

川口市○○△丁目×番×号 有価証券 ○×
株式会社

川口市○○△丁目×番×号 1,000株 2,500サイタマ カス゛オ

3

3 1 4 1 2 0 2

0 7

2 5 0 0 0 0 0

2 5 0 0 0 0

2 2 5 0 0 0 0

0

1 2 2 2 2 3

2 3 7 7

2 5 00 0 00

0

2 73 7

74 5 4

0

0

7

4 7 5 4

7 7

0 0

0

0

0 8 2 6取引相場のない株式
その他の方式

祖母からの贈与に

ついては、初めて

相続時精算課税を

選択しますので、

申告書に、相続時

精算課税選択届出

書及び添付書類を

添付して提出する

必要があります。

詳しくは20、21ペ

ージを参照してく

ださい。
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